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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの下部壁（３）、一つの上部壁（４）および四つの側壁（５、６、７、８）を構成
する気密な単一のプラスチック製ケーシング（２）で主に構成されたモジュール式要素で
ある光起電力パネル支持装置（１）であって、前記プラスチック製ケーシング（２）は、
それがフロートを構成できるようにする一定の空気体積を閉じ込めることができるもので
あり、光起電力パネル支持装置は、前記プラスチック製ケーシングの前記上部壁（４）上
に光起電力パネルの維持手段を有し、
　前記プラスチック製ケーシング（２）が、
－　前記光起電力パネルの通気を目的とし、前記上部壁（４）から前記下部壁（３）まで
前記プラスチック製ケーシング（２）を貫通するくり抜き部（１４）を有し、
　前記維持手段が前記プラスチック製ケーシング（２）に固定されたエラストマー製の二
つの固定用形材（６１、６２；６３；６４）を含み、前記二つの固定用形材（６１、６２
；６３；６４）が互いに平行に延在し、各々の固定用形材が、フレーム付き光起電力パネ
ルのフレーム（Ｃ）を挟持することを目的とする、あるいはフレーム無しの光起電力パネ
ルを挟持することを目的とする長手方向スリット（６５）を有し、二つの固定用形材の前
記長手方向スリット（６５）が光起電力パネルの平面に対して平行な同じ平面に沿って延
在しており、前記二つの固定用形材（６１、６２；６３；６４）が、フレームの二つの相
対する縁部（Ｃ１、Ｃ２）の挟持によるフレーム付き光起電力パネルの固定あるいは光起
電力パネルの二つの縁部の挟持によるフレーム無しの光起電力パネルの固定を可能にする
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ような形で互いに離隔されている、光起電力支持装置。
【請求項２】
　各々のエラストマー製固定用形材（６１、６２；６３；６４）が、装置（１）の前記プ
ラスチック製ケーシング（２）の固定用リブ（６６；６７）に対して相補的な形状をもつ
溝を含み、エラストマー製固定用形材の前記相補的溝（６８）の中に固定用リブを入り込
ませることによって前記固定用形材が前記プラスチック製ケーシング（２）と一体化され
る、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プラスチック製ケーシング（２）が、
－　上部表面（４）上で深さ方向に延在し、前記光起電力パネルの通気を目的とし、前記
プラスチック製ケーシング（２）の一つの側壁から前記プラスチック製ケーシングの反対
側の側壁まで延在している少なくとも一つの流路（１５、１６）、
を有する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記下部壁（３）および上部壁（４）が互いに平行でなく、互いに角度αだけ傾斜して
おり、前記角度αは、例えば１２°といったように１０°～３０°の間に含まれていて、
装置が前記下部壁（３）を介して水平な表面上に載っている場合に水平との関係において
光起電力パネルＰを前記同じ角度αだけ傾斜させるようになっている、請求項１～３のい
ずれか一つに記載の装置。
【請求項５】
　一つの下部壁（３）、一つの上部壁（４）および四つの側壁（５、６、７、８）を構成
する気密な単一のプラスチック製ケーシング（２）で主に構成されたモジュール式要素で
ある光起電力パネル支持装置（１）であって、前記プラスチック製ケーシング（２）は、
それがフロートを構成できるようにする一定の空気体積を閉じ込めることができるもので
あり、光起電力パネル支持装置は、前記プラスチック製ケーシングの前記上部壁（４）上
に光起電力パネルの維持手段を有し、
　前記プラスチック製ケーシング（２）が、
－　前記光起電力パネルの通気を目的とし、前記上部壁（４）から前記下部壁（３）まで
前記プラスチック製ケーシング（２）を貫通するくり抜き部（１４）を有し、
　前記プラスチック製ケーシング（２）が、
－　上部表面（４）上で深さ方向に延在し、前記光起電力パネルの通気を目的とし、前記
プラスチック製ケーシング（２）の一つの側壁から前記プラスチック製ケーシングの反対
側の側壁まで延在している少なくとも一つの流路（１５、１６）、
を有する、光起電力支持装置。
【請求項６】
　前記下部壁（３）および上部壁（４）が互いに平行でなく、互いに角度αだけ傾斜して
おり、前記角度αは、例えば１２°といったように１０°～３０°の間に含まれていて、
装置が前記下部壁（３）を介して水平な表面上に載っている場合に水平との関係において
光起電力パネルＰを前記同じ角度αだけ傾斜させるようになっている、請求項５に記載の
装置。
【請求項７】
　一つの下部壁（３）、一つの上部壁（４）および四つの側壁（５、６、７、８）を構成
する気密な単一のプラスチック製ケーシング（２）で主に構成されたモジュール式要素で
ある光起電力パネル支持装置（１）であって、前記プラスチック製ケーシング（２）は、
それがフロートを構成できるようにする一定の空気体積を閉じ込めることができるもので
あり、光起電力パネル支持装置は、前記プラスチック製ケーシングの前記上部壁（４）上
に光起電力パネルの維持手段を有し、
　前記プラスチック製ケーシング（２）が、
－　前記光起電力パネルの通気を目的とし、前記上部壁（４）から前記下部壁（３）まで
前記プラスチック製ケーシング（２）を貫通するくり抜き部（１４）を有し、
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　前記下部壁（３）および上部壁（４）が互いに平行でなく、互いに角度αだけ傾斜して
おり、前記角度αは、例えば１２°といったように１０°～３０°の間に含まれていて、
装置が前記下部壁（３）を介して水平な表面上に載っている場合に水平との関係において
光起電力パネルＰを前記同じ角度αだけ傾斜させるようになっている、光起電力支持装置
。
【請求項８】
　前記装置（１）の前記プラスチック製ケーシング（２）が栓により閉鎖される開口部（
２００）を有し、これによりプラスチック製ケーシング（２）の内部容積を部分的に充填
することが可能となる、請求項１～７のいずれか一つに記載の装置。
【請求項９】
　前記プラスチック製ケーシング（２）が前記プラスチック製ケーシング（２）の四つの
コーナーの部位に固定用耳部（２０１）を有する、請求項１～８のいずれか一つに記載の
装置。
【請求項１０】
　プラスチック製ケーシング（２）の側壁（５、６、７、８）のうち少なくとも二つ（５
、７）が凹形形状である、請求項１～９のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一つに記載の光起電力支持装置における前記プラスチック製
ケーシングを、押出ブロー成形技術によって製造することを特徴とする、光起電力支持装
置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか一つに記載の光起電力パネル支持装置（１）と連結用要素（
３０）とを組立てた結果として得られる光起電力パネル支持システム（５０）であって、
各連結用要素が主として気密なプラスチック製ケーシング（３１）により構成されており
、前記連結用要素の前記プラスチック製ケーシング（３１）が、一つの下部壁（３２）、
一つの上部壁（３３）および四つの側壁（３４、３５、３６、３７）を構成し、前記プラ
スチック製ケーシング（３１）が、前記連結用要素（３０）の浮動性を確保できるように
する内部容積を有している、請求項１～１０のいずれか一つに記載の前記装置（１）と前
記連結用要素（３０）を互いに組立てるための固定用手段を有する、光起電力パネル支持
システム。
【請求項１３】
　固定用手段が装置（１）のプラスチック製ケーシング（２）の固定用耳部（２０１）、
ならびに、連結用要素（３０）のプラスチック製ケーシング（３１）の固定用耳部（３０
１）、ならびに留めピンを含み、各々の留めピンは、組立てのロックを確保するために、
対面させられた二つさらには三つの耳部を同時に貫通するようになっている、請求項１２
に記載のシステム。
【請求項１４】
　請求項１～８のいずれか一つに記載の装置（１）の少なくとも二本の列（Ｒ１、Ｒ２）
を有し、装置（１）の前記二本の列（Ｒ１、Ｒ２）が、保守用通路を構成することのでき
る、連結用要素（３０）の一本の間置列（Ｒ３）を用いて維持されている、請求項１２ま
たは１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　請求項１～１０のいずれか一つに記載の光起電力パネル支持装置（１）および連結用要
素（３０）がモジュール式要素である、請求項１２～１４のいずれか一つに記載のシステ
ム。
【請求項１６】
　前記支持装置（１）のプラスチック製ケーシングからはみ出す形で光起電力パネルが具
備されるように、同一の列（Ｒ１）に属する連続する二つの支持装置（１）が、二つの間
置列（Ｒ３）に属する平行な二つの連結用要素（３０）を用いて互いに遠位に離隔されて
おり、
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　前記二つの支持装置（１）を離隔する前記二つの連結用要素（３０）が、前記二つの離
隔された支持装置（１）の間に空間を形成し、前記パネルのはみ出す部分が、前記空間の
上に延在する、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記連結用要素（３０）各々のプラスチック製ケーシング（３１）が、栓により閉鎖さ
れる開口部（３００）を有する、請求項１２～１６のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項１８】
　浮動式太陽光発電設備の実現のための、請求項１～１０のいずれか一つに記載の装置ま
たは請求項１２～１７のいずれか一つに記載のシステムの利用。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光起電力パネル支持装置ならびに本発明に係る支持装置と連結用要素を組立
てた結果として得られる光起電力パネル支持システムに関する。
【０００２】
　本発明の分野は、太陽光発電設備の分野、そしてより具体的には浮動式太陽光発電設備
の分野である。
【背景技術】
【０００３】
　浮動式太陽光発電設備の分野では、プラスチック製フロートの形で支持構造下部部分に
一体化された浮動性手段と一つ以上の光起電力パネルとを支持する、金属シャーシの形を
した支持構造を含む浮動式の光起電力パネル支持装置が公知である。
【０００４】
　複雑な構造のこれらの浮動式装置は、工場内で製造されその後トラックで実施現場まで
運ばれるようになっている。
【０００５】
　先行技術に係る浮動式太陽光発電設備の実施には、工場内での浮動式装置の製作のため
のみならず実施現場までのその運送そしてその後の組立てのためにも、多大なロジスティ
クスが必要となる。
【０００６】
　その上、技術的現状、例えば国際公開第２０１０／０９７４０６号、欧州特許出願公開
第１８３３０９８号明細書、独国特許出願公開第１０２００９０１９５４８号明細書、独
国特許出願公開第１０２００８０５５６２７号明細書、さらには西独国実用新案第２０２
００８０１４１７４号明細書から、水平な表面をもつ屋根上への光起電力パネルの据付け
を特に利用分野としているソーラーパネル支持装置が公知である。これらの装置は各々、
水平な表面上に固定されるよう意図された基部をもつシェルの形をした合成要素により構
成されており、このシェルは、上にパネルが固定されるようになっている傾斜した上部表
面を有している。
【０００７】
　従来熱成形によって得られるこのような装置は、開放シェルの形をしており、浮動式利
用分野には適していない。特にこれらの装置は、いかなる場合でも、波浪条件さらには悪
天候に耐えることのできる浮動式ソーラー設備の一部を成す可能性のあるフロートを構成
することはない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、製造が容易でかつ原価が安い、技術的現状に比べて単純化された構造
の光起電力パネル支持装置を提案することにある。
【０００９】
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　詳細には、本発明の目的は、浮動式ソーラー設備の一要素を構成する可能性のある浮動
式の光起電力パネル支持装置を提案することにある。
【００１０】
　本発明の別の目的は、フレーム付きまたはフレーム無しのパネルを単純にかつより低コ
ストで固定できるようにするこのような装置を提案することにある。
【００１１】
　本発明の別の目的は、市販の多数の光起電力パネルを、これらのパネル間に寸法差があ
る場合でさえ固定できるようにするこのような装置を提案することにある。
【００１２】
　本発明の別の目的は、パネルの冷却を容易にし、上に装置が据えつけられている水域の
通気を許容する浮動式のこのような装置を提案することにある。
【００１３】
　本発明の別の目的は、実施が容易な光起電力パネル支持システムを提案することにある
。
【００１４】
　本発明の別の目的は、波浪条件に耐えることができ、前記パネルの太陽光電池上への水
跳ねを制限する、このような光起電力パネル支持システムを提案することにある。
【００１５】
　本発明の別の目的は、システムを構成する要素（特に装置と連結用要素）が容易に輸送
でき保管できる、このようなパネル支持システムを提案することにある。
【００１６】
　本発明の他の目的および利点は、単なる例として示され限定的目的をもたない説明の中
で明らかになるものである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　同様に本発明は、一つの下部壁、一つの上部壁および四つの側壁を構成する気密なプラ
スチック製ケーシングで主に構成された光起電力パネル支持装置において、前記プラスチ
ック製ケーシングは、それがフロートを構成できるようにする一定の空気体積を閉じ込め
ることができる、前記プラスチック製ケーシングの前記上部表面上に光起電力パネルの維
持手段を有する装置に関する。
【００１８】
　パネル支持装置のプラスチック製ケーシングは、回転成形技術さらには押出ブロー成形
技術によって製造可能である。
【００１９】
　有利な一実施形態によると、前記維持手段は、前記プラスチック製ケーシングに固定さ
れたエラストマー製の二つの固定用形材を含み、前記二つの固定用形材は互いに平行に延
在し、各々の固定用形材は、フレーム付き光起電力パネルのフレームを挟持することある
いはフレーム無しの光起電力パネルを挟持することを目的とする長手方向スリットを有し
、二つの固定用形材の前記長手方向スリットは光起電力パネルの平面に対して平行な同じ
平面に沿って延在しており、前記二つの固定用形材は、フレームの相対する二つの縁部の
挟持によるフレーム付き光起電力パネルの固定あるいは光起電力パネルの二つの縁部の挟
持によるフレーム無しの光起電力パネルの固定を可能にするような形で互いに離隔されて
いる。
【００２０】
　エラストマー製形材によるこのような固定は、単純に形材のエラストマー材料とフレー
ムまたはパネルの材料との間の摩擦によって、フレーム付きまたはフレーム無しのパネル
をその相対する縁部の二つで維持することを可能にする。
【００２１】
　形材によるこの固定は、複数の点で有利である。第一に、この解決法は原価が非常に安
く、形材は、押出し加工によって得ることができる。その上、この解決法は、容易に据付
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けが可能であり、光起電力パネルは前記長手方向スリット内に挟持されているだけである
ため、形材に対する光起電力パネルの固定のためにいかなる工具も必要としない。
【００２２】
　その上、余剰のある状態の深さの長手方向スリットを備えることによって、パネルまた
は装置のケーシングの膨張を考慮に入れることが可能であり、こうして、パネルまたはそ
のフレームが二つの長手方向スリットの底面と当接することが回避され、さらに、プラス
チック製ケーシング上の二つのエラストマー製固定用形材間の離隔距離が変更されること
もない。
【００２３】
　さらに、形材に平行なパネルの別の方向に沿って、前記パネルは、固定用形材さらには
ケーシングからはみ出した状態で具備されてよい。この方向におけるパネルの寸法が取付
け上の一つの制約条件となることはもはやない。
【００２４】
　有利には、一実施形態によると、各々のエラストマー製固定用形材は、装置の前記プラ
スチック製ケーシングの固定用リブに相補的な形状、特にＴ字型断面を有する溝を含み、
前記固定用形材は、エラストマー製固定用形材の前記相補的溝の中に固定用リブを入り込
ませることによって前記プラスチック製ケーシングと一体化される。
【００２５】
　ケーシングのこの固定用リブは、好ましくは、装置の前記気密性ケーシングと一続きに
なっており、特に回転成形さらには押出ブロー成形技術によって前記プラスチック製ケー
シングの成形の際に得ることができる。同様に、装置のプラスチック製ケーシングに対す
る各エラストマー製固定用形材の固定も、形材の相補的溝の中に固定用リブを入り込ませ
ることによって単純にかつ工具無しで実施され得、ケーシングに対する固定用形材の維持
は、単純に形材のエラストマー材料と固定用リブのプラスチック材料の間の摩擦により得
られる。
【００２６】
　例示されている別の実施形態によると、前記維持手段は、一方では、前記光起電力パネ
ルの相対する平行な二つの縁部と滑動的に協働することのできる前記上部表面上に突出し
た状態のスライダ手段と、他方では、ストッパ手段とを含み、こうして、光起電力パネル
は、前記光起電力パネルが前記ストッパ手段と接触するまで前記スライダ手段の間で前記
光起電力パネルを摺動させることによって前記プラスチック製ケーシングの上部表面上に
維持され得るようになっている。
【００２７】
　前記維持手段の中にひとたび挿入されたならば、光起電力パネルは、ストッパ手段によ
って滑動方向に移動を阻止された状態で、前記ケーシングの上部壁に対しほぼ平行となる
。もう一方の向きへの滑動を阻止するためにロック要素を具備してもよい。
【００２８】
　パネルの平面に対し垂直な方向におけるパネルの移動阻止は、パネルをその厚み上でサ
ンドイッチ状に取り込む前記スライダー手段とケーシングの上部壁によって得られる。
【００２９】
　有利には、一実施形態によると、前記スライダ手段および前記ストッパ手段は、前記装
置の前記プラスチック製ケーシングと一続きでプラスチック製要素により構成され、こう
して、例えば射出成形、回転成形または押出ブロー成形技術などによって、前記プラスチ
ック製要素の成形の際に容易に製造可能である。
【００３０】
　一実施形態によると、前記プラスチック製ケーシングは、前記光起電力パネルの通気を
目的とする、前記上部表面から前記下部壁まで前記プラスチック製ケーシングを貫通する
くり抜き部を有していてよい。
【００３１】
　このくり抜き部は、支持装置が浮動式設備の要素として利用される場合、水とパネルの
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間の熱交換を容易にすることにより、光起電力パネルの冷却を容易にすることができる。
その上、このくり抜き部は、装置により覆われた水面の酸素付与を容易にすることができ
る。
【００３２】
　代替的にまたは付加的に、前記プラスチック製ケーシングは、上部表面上で深さ方向に
延在する、前記光起電力パネルの通気を目的とした、前記プラスチック製ケーシングの一
つの側壁から前記プラスチック製ケーシングの反対側の側壁までに延在している少なくと
も一つの流路を有することができる。この流路は、光起電力パネルの冷却を容易にする役
目を有するか、あるいはその上、光起電力パネルの下にケーブルを通過させることができ
るようにする。
【００３３】
　一実施形態によると、ケーシングの前記下部壁および前記上部壁は、互いに平行でなく
、互いに角度αだけ傾斜している。この角度αは、１０°～３０°の間、さらには１０～
１４°の間に含まれていてよく、装置が前記下部壁を介して水平な表面上に載っている場
合、水平との関係において光起電力パネルを前記同じ角度αだけ傾斜させる役目を有する
。
【００３４】
　前記ストッパ手段と前記スライダ手段を含む前記維持手段の場合、プラスチック製ケー
シングの前記上部壁は、装置が前記下部壁を介して水平な表面上に載っている場合、一方
では、水平との関係において前記角度αだけ各々傾斜し互いに平行で、そのレベルにスラ
イダ手段が具備されている二つの稜と；他方では、互いに平行で、各々水平に対して平行
で、そのうち一方がより高いレベルにあって光起電力パネルの導入を許容し、他方がより
低いレベルにあって前記ストッパ手段を有している二つの稜と；を有している。
【００３５】
　フレーム付きまたはフレーム無しの光起電力パネルの二つの相対する縁部をそれぞれ挟
持することを目的とする二つのエラストマー製固定用形材を含む前記維持手段の場合には
、これら二つの形材は、それぞれ、装置のプラスチック製ケーシングの上部壁の上部およ
び下部稜に沿って延在していてよい。
【００３６】
　一実施形態によると、前記装置の前記プラスチック製ケーシングは、栓により閉鎖され
る開口部を有してもよく、これによりプラスチック製ケーシングの内部容積を部分的に充
填することが可能となる。ケーシングの気密な内部容積の充填により、特に、前記プラス
チック製ケーシングがフロートとして利用される場合に、前記ケーシングの浮力条件を変
更することが可能となり、さらには、装置が液体でない表面上で使用される場合には、装
置にバラストを付加することが可能となる。
【００３７】
　一実施形態によると、前記パネル支持装置の前記プラスチック製ケーシングは、前記プ
ラスチック製ケーシングの四つのコーナーの部位に固定用耳部を有することができる。こ
れらの耳部は、好ましくはプラスチック製ケーシングと一続きになっており、これは、前
記プラスチック製ケーシングの成形（すなわち回転成形さらには押出ブロー成形）の際に
得られる。
【００３８】
　これらの耳部は、好ましくは、隣接する要素の他の耳部と協働するようになっており、
耳部は対面させられて留めピンによって互いにロックされている。
【００３９】
　一実施形態によると、プラスチック製ケーシングの側壁の少なくとも二つは凹形形状で
あり、側壁の凹形は波浪を減衰させる役目を有し、こうしてパネルの光起電池上への水跳
ねを制限している。
【００４０】
　本発明は同様に、本発明に係る光起電力パネル支持装置と、二つのパネル支持装置を維
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持できる連結用要素とを組立てた結果として得られる光起電力パネル支持システムにも関
する。
【００４１】
　各連結用要素は、主として気密なプラスチック製ケーシングにより構成されており、前
記連結用要素の前記プラスチック製ケーシングは、一つの下部壁、一つの上部壁および四
つの側壁を構成し、前記プラスチック製ケーシングは、前記連結用要素の浮動性を確保で
きるようにする内部容積を有しており、前記システムは、本発明に係る前記光起電力パネ
ル支持装置と前記連結用要素を互いに組立てるための固定用手段を有している。
【００４２】
　一実施形態によると、固定用手段は、装置のプラスチック製ケーシングの固定用耳部、
ならびに、連結用要素のプラスチック製ケーシングの固定用耳部、ならびに留めピンを含
み、各々の留めピンは、組立てのロックを確保するために、対面させられた二つさらには
三つまたは四つの耳部を同時に貫通するようになっている。
【００４３】
　別の実施形態によると、前記固定用手段は、本発明に係る光起電力パネルの各支持装置
と各連結用要素との間で互いに係合し合うクリッピング手段で構成され得る。
【００４４】
　クリッピング手段は、有利には、本発明に係る前記パネル支持装置の前記プラスチック
製ケーシングと一続きになった第一のプラスチック製要素と、前記連結用要素の前記プラ
スチック製ケーシングと一続きになった第二のプラスチック製要素で構成されていてよい
。
【００４５】
　このとき、連結用要素と光起電力パネル支持装置との一体化は、前記第一のプラスチッ
ク製要素と前記第二のプラスチック製要素を強制的に嵌合させることで得られる。
【００４６】
　前記システムは、本発明に係るパネル支持装置の少なくとも二本の列を有してよく、前
記二本の装置列は、特に保守用通路を構成することのできる一本の連結用要素列を用いて
維持されている。
【００４７】
　一実施形態によると、同一の列に属する連続する二つの支持装置は、二つの装置のスペ
ーサとして作用する一つの連結用要素ひいては平行な二つの連結用要素を用いて互いに遠
位に離隔されていてよい。連続する二つの装置間の離隔距離は、例えばプラスチック製ケ
ーシングからはみ出す形で光起電力パネルが具備されている場合に、パネル間の衝突を回
避できるようにしている。
【００４８】
　一実施形態によると、本発明に係る光起電力パネル支持装置および連結用要素はモジュ
ール式要素である。
【００４９】
　一実施形態によると、前記連結用要素各々のプラスチック製ケーシングは、栓により閉
鎖される開口部を有している。この開口部により、充填による前記連結用要素の浮力条件
を変更することが可能となる。
【００５０】
　本発明は、添付の図面と共に以下の説明を読むことにより、よりよく理解できるであろ
う。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】第一の実施形態による本発明に係る光起電力パネル支持装置の斜視図である。
【図１ａ】図１に示されている装置の側面図である。
【図２】図１に示されている装置の下面図である。
【図３】図１に示されている前記装置と協働するようになっている連結用要素の図である
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。
【図４】図１に示されている装置と図３に示されている連結用要素とを組立てた結果得ら
れる光起電力パネル支持システムの図である（光起電力パネルは図示せず）。
【図５】図４に示されているシステムの図である（光起電力パネルも図示されている）。
【図６】第二の実施形態による本発明に係る光起電力パネル支持システムの図である（パ
ネルが外された状態）。
【図７】光起電力パネルが設置された状態の、図６に示されているシステムの図である。
【図８】図６に示されているシステムのパネル支持装置の斜視図である。
【図９】図８に示されている装置の側面図である。
【図１０】図８に示されている装置の下面図である。
【図１１】図８に示されている装置の詳細図である。
【図１２】前記維持手段のエラストマー製固定具（形材）の図である。
【図１３】装置のプラスチック製ケーシング上のエラストマー製固定具の取付けおよびフ
レーム付き光起電力パネルのフレームとのその協働を、詳細図によって示している。
【図１４】装置のプラスチック製ケーシングのＴ字形溝上のエラストマー製固定用形材の
嵌合を示す断面図である。
【図１５】それぞれ前記二つのエラストマー製固定具のスリット内に収容されたパネルフ
レームの相対する平行な二つの縁部による、フレーム付き光起電力パネルの固定を示す図
である。
【図１６】それぞれ前記二つのエラストマー製固定具のスリット内に収容された前記パネ
ルの相対する二つの縁部による、フレーム無しの光起電力パネルの固定を示す図である。
【図１７】図６に示されているシステムの連結用要素の斜視図である。
【図１８】図６に示されているシステムの連結用要素の側面図である。
【図１９】一方では本発明に係る二つの装置の二つのプラスチック製ケーシング、そして
他方では二つの連結用要素の二つのプラスチック製ケーシングの積重ねの結果として得ら
れる、特に輸送を目的としたほぼ平行六面体のブロックの図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　同様に、本発明は、主として一つの下部壁３、一つの上部壁４および四つの側壁５、６
、７、８を構成する気密なプラスチック製ケーシング２で構成された光起電力パネル支持
装置１において、前記プラスチック製ケーシングの前記上部表面４上に光起電力パネルの
維持手段を有する装置に関する。
【００５３】
　前記維持手段により、前記プラスチック製ケーシング２の上部壁４に支えられた、前記
上部壁４の平面に対して平行な、光起電力パネルの安定した位置づけが可能となる。パネ
ルの表面またはフレームは、上部壁上に直接支えられてもよいし、あるいは維持手段を介
して間接的に支えられてもよい。
【００５４】
　気密なプラスチック製ケーシング２は、それがフロートを構成できるようにする一定の
空気体積を閉じ込めることができる。任意には、このケーシングは、特にネジ留めされる
栓により閉鎖された開口部２００を有することができる。この栓により、任意には、前記
プラスチック製ケージング２の内部容積を部分的に充填することが可能となる。
【００５５】
　この配置により、前記プラスチック製ケーシング２がフロートとして使用される場合、
浮力条件を変更し、さらには、風に対する装置の感応性を低減させることが可能になる。
装置が、地面上または硬い表面上で使用される場合、開口部は、例えば砂をケーシングに
充填して装置にバラストを付加することを可能にする。
【００５６】
　一実施形態によると、前記維持手段は、装置１のプラスチック製ケーシング２と明らか
に異なる固定用要素で構成されている。例えば、特に図１２～１６に示されている実施例



(10) JP 6329068 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

によると、前記維持手段は、前記プラスチック製ケーシング２に固定されたエラストマー
製の二つの固定用形材６１、６２；６３；６４を含み、前記二つの固定用形材６１、６２
；６３；６４は互いに平行に延在している。
【００５７】
　各々の固定用形材は、フレーム付き光起電力パネルのフレームＣを弾性的に挟持するこ
と、あるいはフレーム無しの光起電力パネルを弾性的に挟持することを目的とする長手方
向スリット６５を有している。
【００５８】
　有利には、二つの固定用形材６１、６２または６３、６４の前記長手方向スリット６５
は、光起電力パネルの平面に対して平行な同じ平面に沿って延在していてよく、前記二つ
の固定用形材６１、６２；６３；６４は、光起電力パネルの固定を可能にするような形で
互いに離隔されている。
【００５９】
　有利には、長手方向スリット６５はこうして、前記（光起電力パネルまたはそのフレー
ムの）弾性的挟持、および一方では前記固定用形材６１、６２；６３；６４のエラストマ
ー材料と他方ではフレーム無しの光起電力パネルＰまたはフレーム付きの光起電力パネル
ＰのフレームＣとの間の摩擦のみによって光起電力パネルＰの移動を阻止する。
【００６０】
　例えば、図１５の実施形態によると、二つの固定用形材６３、６４は、フレームの二つ
の相対する縁部Ｃ１、Ｃ２の弾性的挟持により、フレーム付きパネルの維持を可能にする
。このとき、長手方向スリット６５は、外側に向かって開放し、フレームの同一平面内の
二つの翼をそれぞれに挟持する。この実施形態に関しては、エラストマー製形材６３、６
４がパネルＰで覆われ、こうして紫外線から保護されていることが指摘される。
【００６１】
　図１６に示された別の実施形態によると、二つの固定用形材６１、６２は、光起電力パ
ネルの二つの縁部の弾性的挟持によりフレーム無しのパネルの維持を可能にする。長手方
向スリット６５は、内側に向かって開放し、フレーム無しの光起電力パネルの維持を可能
にする。
【００６２】
　二つの固定用形材６１、６２または６３、６４は、フレーム付きまたはフレーム無しの
光起電力パネルＰをその縁部の二つのみにより維持することを可能にしており、パネルＰ
は、特に前記プラスチック製ケーシング２から片持ち状態で前記形材６１、６２；６３；
６４に対し平行な方向に沿って、前記プラスチック製ケーシング２の両側で特に形材から
任意にはみ出すことができる。
【００６３】
　有利には、長手方向スリット６５の深さは、形材に対し垂直でかつパネルの平面に対し
平行な方向に沿って、余剰のある状態であってよく、これにより装置のケーシングおよび
／またはパネルの膨張現象を考慮に入れられるようになり、こうして、パネルおよびその
フレームが、二つの固定用形材の底面に対し当接することが回避される。
【００６４】
　有利には、示された一実施形態によると、各々のエラストマー製固定用形材６１、６２
；６３；６４は、装置１の前記プラスチック製ケーシング２の固定用リブ６６；６７に相
補的な形状をもつ長手方向溝６８を含むことができる。固定用形材は、このとき、エラス
トマー製固定用形材の前記相補的溝６８の中に固定用リブを入り込ませることによって前
記プラスチック製ケーシング２と一体化される。
【００６５】
　固定用リブ６６；６７は、Ｔ字形断面、錠前の穴（台形と組み合わされた円板)の形状
の断面、または、前記固定用リブにおけるエラストマー製固定用形材の引き抜きによる離
脱を許容しない他のあらゆる形状の断面を呈していてよい。
【００６６】
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　プラスチック製ケーシング２のこの固定用リブ６６、６７は、好ましくは、装置１の前
記プラスチック製ケーシング２と一続きになっており、特に回転成形技術さらには押出ブ
ロー成形技術による前記プラスチック製ケーシング２の成形の際に得ることができる。
【００６７】
　同様に、装置のプラスチック製ケーシングに対する各エラストマー製固定用形材の固定
も、相補的断面を有する長手方向溝６８の中に固定用リブ６６；６７を入り込ませること
によって単純にかつ工具無しで実施され得る。リブの方向に沿ったケーシングに対する固
定用形材の維持は、単純に形材のエラストマー材料と固定用リブのプラスチック材料との
間の摩擦により得られる。
【００６８】
　任意には、エラストマー製固定用形材６１、６２または６３、６４は、さらに、長手方
向切込み６９を含んでいてよく、その内側に電気ケーブルを通過させるようになっている
。
【００６９】
　別の実施形態によると、前記維持用手段は、前記プラスチック製ケーシングと一続きに
なったプラスチック製要素で構成されている。
【００７０】
　例えば、前記維持手段は、一方では、前記光起電力パネルＰの相対する平行な二つの縁
部と滑動的に協働することのできる前記上部表面４上に突出した状態のスライダ手段１０
、１１、１２、１３と、他方では、ストッパ手段１４０、１５０とを含む。
【００７１】
　このようにして、光起電力パネルＰは、前記光起電力パネルＰが前記ストッパ手段１４
０、１５０と接触するまで前記スライダ手段１０、１１、１２、１３の間で前記上部壁の
平面に平行な方向に前記光起電力パネルＰを摺動させることによって、前記プラスチック
製ケーシング２の上部表面上４に維持可能である。
【００７２】
　前記維持手段の中にひとたび挿入されたならば、光起電力パネルは、ストッパ手段によ
って滑動方向で第一の向きに移動が阻止されて、前記ケーシングの上部壁に対しほぼ平行
となる。前期第一の向きとは反対の第二の向きでの滑動を阻止するためにロック要素（図
示せず）を具備してもよい。例えばロック要素は、前記プラスチック製ケーシング２の壁
の内部の二重成形されたナット内に螺入される要素であり得る。ひとたび螺入されたなら
ば、要素は前記第二の向きでの光起電力パネルＰのためのストッパを構成する。
【００７３】
　パネルの平面に対し垂直な方向へのパネルの移動の阻止は、前記スライダ手段とケーシ
ングの上部壁によって得られる。
【００７４】
　示された一実施形態によると、前記スライダ手段１０、１１、１２、１３および前記ス
トッパ手段１４０、１５０は、前記装置１の前記プラスチック製ケーシング２と一続きで
プラスチック製要素により構成される。
【００７５】
　例えば、前記スライダ手段は、互いに平行な前記上部壁４の二つの稜Ａ１、Ａ３のレベ
ルに具備される。前記スライダ手段は、特に数が四つである要素１０、１１、１２、１３
によって構成される。各要素１０、１１、１２、１３は、上部壁４から突出して延在し、
光起電力パネルＰのエッジを収容することを目的とする溝を形成する。図中では、要素は
、数が四つで、二つずつ向かい合っている。
【００７６】
　前記ストッパ手段は、前記プラスチック製ケーシング２の上部壁４のもう一つの稜Ａ４
の上に構成される。前記ロック要素は場合によっては、Ａ３と印付けされた最後の稜の上
に位置している。
【００７７】
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　示された一実施形態によると、前記プラスチック製ケーシング２は、
－　前記光起電力パネルの通気を目的とし、前記上部壁４から前記下部壁３まで前記プラ
スチック製ケーシング２を貫通するくり抜き部１４および／または、
－　上部壁４上で深さ方向に延在し、前記光起電力パネルの通気を目的とし、前記プラス
チック製ケーシング２の一つの側壁から前記プラスチック製ケーシングの反対側の側壁ま
で延在している少なくとも一つの流路１５、１６、を有する。
【００７８】
　例えば、図の例によると、前記プラスチック製ケーシング２は、前記ケーシングの上部
表面の２０％～５０％にわたって延在する前記くり抜き部１４と、前記プラスチック製ケ
ーシング２の上部壁４上で深さ方向の互いに垂直な二本の流路１５、１６とを有する。
【００７９】
　流路の一本１５は、側壁６から反対側の前記側壁８まで延在し、任意に存在するもう一
本の流路１６は、もう一つの側壁５から前記反対側の側壁７まで延在する。一本の流路１
６はさらに、電気ケーブルを通すための一つの溝を深さ方向に有する。
【００８０】
　一実施形態によると、プラスチック製ケーシング２の前記下部壁３および上部壁４は、
互いに平行でなく、互いに角度αだけ傾斜している。この角度αは、１０°～３０°、そ
して例えば１０°～１４°（すなわち１２°）の間に含まれていてよい。この角度αの役
目は、装置が前記下部壁３を介して水平な表面上に載っている場合に水平との関係におい
て光起電力パネルＰを前記同じ角度αだけ傾斜させることにある。１０°～１４°の間に
含まれるこのような角度αは、雨水の流れによるパネルＰの自浄作用と最小限に抑えられ
た風荷重の間の折衷案を示す。
【００８１】
　例えば図２の実施形態による場合、つまり装置１が前記下部壁３を介して水平な表面上
に載っている場合、プラスチック製ケーシング２の上部壁４は、一方では水平との関係に
おいて前記角度αだけ各々傾斜し互いに平行で、そのレベルにスライダ手段１０、１１、
１２、１３が具備されている二つの稜Ａ1、Ａ２と；他方では、互いに平行で、各々水平
に対して平行で、そのうち一方のＡ３がより高いレベルにあって光起電力パネルＰの導入
を許容し、他方のＡ４がより低いレベルにあって前記ストッパ手段１４、１５を有してい
る二つの稜Ａ３、Ａ４とを有している。この実施形態によると、装置の自然な勾配は、重
力の作用下でストッパ手段１４０、１５０の方向にパネルＰを拘束する。
【００８２】
　図８に示されたもう一つの例によると、装置１が前記下部壁３を介して水平な表面上に
載っている場合、プラスチック製ケーシング２の上部壁４は、一方では、水平との関係に
おいて前記角度αだけ各々傾斜し互いに平行である二つの稜Ａ１、Ａ２と；他方では、互
いに平行で、各々水平に対して平行で、そのうち一方のＡ３がより高いレベルにあってこ
のレベルに沿ってＴ字形のリブ６７が具備され、他方のＡ４がより低いレベルにあってＴ
字形のもう一つのリブ６６を有している二つの稜Ａ３、Ａ４と；を有している。図１～５
に示されているように、パネル支持装置１は、前記光起電力パネルＰの外形寸法にほぼ等
しい外形寸法を有する。特に図７に示されているもう一つの例によると、パネル支持装置
１とパネルＰは異なる外形寸法を有することができる。
【００８３】
　一実施形態によると、前記プラスチック製ケーシング２は、それぞれ前記側壁５、６、
７、８の間に位置する前記プラスチック製ケーシング２の四つのコーナーの部位で突出し
た固定用耳部２０１を有することができる。
【００８４】
　その上、プラスチック製ケーシング２の側壁５、６、７、８のうち特に相対する少なく
とも二つの側壁５、７は、凹形形状を有していてよく、各々の前記壁５また７は内部に向
かって曲げられて、波の衝撃を減衰させるようになっており、こうして光起電池上への水
の跳ねは回避される。
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【００８５】
　本発明は同様に、本発明に係る光起電力パネルの支持装置１と連結用要素３０とを組立
てた結果として得られる光起電力パネル支持システム５０にも関する。連結用要素３０は
、本発明に係る少なくとも二つの支持装置を連結することができる。
【００８６】
　各連結用要素は、気密なプラスチック製ケーシング３１により主に構成されており、前
記連結用要素の前記プラスチック製ケーシング３１は、一つの下部壁３２、一つの上部壁
３３および四つの側壁３４、３５、３６、３７を構成し、前記システムは、本発明に係る
前記装置１と前記連結用要素３０を互いに組立てるための固定用手段を有している。
【００８７】
　前記プラスチック製ケーシング３１は、空気体積を閉じ込めることのできる内部容積を
有し、前記連結用要素の浮動性の確保を可能にしている。このプラスチック製ケーシング
３１は、浮動性条件を変更するか、さらには装置にバラストを付加するために、栓により
閉鎖された一つの開口部３０１を有することができる。
【００８８】
　このプラスチック製ケーシング３１は、回転成形あるいはブロー押出成形技術によって
製造可能である。例えば、前記システム５０は、本発明に係る光起電力パネル支持装置１
の少なくとも二本の列Ｒ１、Ｒ２を有している。各列は、特にその側壁５、７を介して並
んで配置された装置で構成されている。
【００８９】
　装置１の前記２本の列Ｒ１、Ｒ２は、ユーザーのための保守用通路を構成することので
きるそれらの側壁３４、３６を介して並んで配置された連結用要素３０の列Ｒ３を用いて
維持される。前記連結用要素の上部壁３３は、この表面が踏みつけられた場合に過度に滑
りやすくないようにするため、平滑ではなく、特にエンボス加工され線条の入った状態を
呈することができる。
【００９０】
　連結用要素３０の列Ｒ３は、光起電力パネルの二本の列Ｒ１、Ｒ２を互いに離隔できる
一本の間置列であり、列Ｒ１のパネルが連続する列Ｒ２のパネル上に日陰をつくることが
ないようにしている。
【００９１】
　一実施形態によると、固定用手段は、パネル支持装置１のプラスチック製ケーシング２
の前記固定用耳部２０１、ならびに連結用要素３０のプラスチック製ケーシング３１の固
定用耳部３０１、ならびに留めピン（図示せず）を含み、各留めピンは、組立てをロック
することを確保するために対面させられた二つ、さらには三つまたは四つの耳部を同時に
貫通するようになっている。
【００９２】
　一実施形態によると、連結用要素３１は、ほぼ直方体の形をしており、その四つのコー
ナー３０１に四つの固定用耳部を含む。平行六面体の長辺は、装置のケーシング２の側壁
のうちの二つ６、８の長さ方向の寸法にほぼ等しい寸法を有する。
【００９３】
　同一の列Ｒ３に属する連続する二つの連結用要素３０は、特にそれらの短辺で並んでお
り、特に四つの耳部と二つずつ対面させることによって互いに固定される。
【００９４】
　図６に非限定的に示されている一実施形態によると、同一の列Ｒ１に属する連続する二
つの支持装置１は、二つの装置1のスペーサとして作用する一つの連結用要素３０、さら
には平行な二つの連結用要素３０を用いて互いに遠位に離隔されてよい。同様に、図６の
場合、列Ｒ３上で、二つの連結用要素３０のうちの一つが装置１のスペーサとして作用す
ることができる。
【００９５】
　別の実施形態によると、固定用手段は、本発明に係る各支持装置１と各連結用要素３０
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間で互いに係合し合うクリッピング手段で構成され得る。有利には、前記クリッピング手
段は、本発明に係る前記装置１の前記プラスチック製ケーシング２と一続きになった第一
のプラスチック製要素２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９と、前記連結用要素３
０の前記プラスチック製ケーシング３１と一続きになった第二のプラスチック製要素３８
、３９、４０、４１、４２で構成されている。
【００９６】
　例えば、前記第一のプラスチック製要素２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９は
、装置のプラスチック製ケーシング２の二つの側壁６、８の部位に形成される。前記第二
のプラスチック製要素３８、３９、４０、４１、４２は、前記連結用要素３０のプラスチ
ック製ケーシング３１の二つの側壁３５、３７の部位で形成される。
【００９７】
　組立てに際して、前記連結用要素３０は、本発明に係る二つの支持装置１にオーバーラ
ップして配置され、前記二つの隣接する装置１は、同一の列Ｒ１に属している。このとき
、前記連結用要素は、前記固定用手段を介して前記二つの隣接する装置に固定される。
【００９８】
　図４に示されているように、前記連結用要素３０の側壁３５の二つのプラスチック製雄
部分４１、３９は、支持装置１の側壁６の雌部分２５、２７内に強制的に嵌合し、前記連
結用要素３０の側壁３５の二つのプラスチック製雄部分３８、４０は、隣接する装置１の
側壁６の部分２６、２７内に嵌合する。
【００９９】
　前記連結用要素３０のもう一方の側で、前記連結用要素３０の側壁３７の雄部分４２は
、連続する列の装置１の側壁８の雌部分２３内および同じ列上の隣接する装置１の側壁８
の雌部分２４内に強制的に嵌合する。
【０１００】
　水上で利用する場合、浮動式システム５０は、適応されたあらゆる手段、例えば水底に
固定された定着用ケーブルさらには定着用杭を用いて、水底に定着させることができる。
【０１０１】
　このようなシステム５０および／または装置１は同様に、不安定な地盤、例えばゴミ廃
棄場の地盤、冠水しやすい地帯の地面、屋根などの上に太陽光発電設備を実現するために
も応用される。
【０１０２】
　装置１のプラスチック製ケーシング２および連結用要素３０のプラスチック製ケーシン
グ３１は、図７～１８の実施形態によると、輸送の際に、かつ図１９に示されているよう
に、二個ずつ組立てられて、容易に輸送可能なほぼ平行六面体の一つのブロックを形成す
ることができる。組立ては、装置１の二つのプラスチック製ケーシング２および連結用要
素の二つのプラスチック製ケーシング３１の嵌合によって構成され、後者は二つのプラス
チック製ケーシング２の間にサンドイッチ状に取込まれている。このために、ケーシング
２の前記上部４の二つの壁は、互いに向かって回転させられている。装置１のケーシング
２の上部壁４上にあり、連結用要素３０のプラスチック製ケーシング３１の相補的キャビ
ティ７１（図１７）と係合することを目的とする突起７０（図８）を用いて、組立ての維
持を容易にすることができる。装置１のケーシングの下部壁３上の互いに平行な二つの大
きな溝７３は、ブロック（すなわち三枚のパレット）の下にフォークリフトの二本のアー
ムを通過させること、さらには溝７３に沿って通過する一つまたは複数のタイを用いた組
立ての輪掛けを容易にすることができるようにしている。
【０１０３】
　当然のことながら、当業者であれば、以下のクレームに定義されている本発明の枠から
逸脱することなく、他の実施形態を企図し得るはずである。
【符号の説明】
【０１０４】
　１　パネル支持装置
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　２　プラスチック製ケーシング
　３　下部壁
　４　上部壁
　５、６、７、８　側壁
　１０、１１、１２、１３　スライダ手段
　１４０、１５０　ストッパ手段
　Ｐ　光起電力パネル
　Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４　稜
　１４　くり抜き部
　１５、１６　流路
　３０　連結用要素
　３１　プラスチック製ケーシング
　３２　下部壁
　３３　上部壁
　３４、３５、３６、３７　側壁
　２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９　第一のプラスチック製要素
　３８、３９、４０、４１、４２　第二のプラスチック製要素
　５０　光起電力パネルの支持システム
　６１、６２、６３、６４　固定用形材
　６５　長手方向スリット
　６６、６７　固定用リブ
　６８　溝
　６９　　切込み
　７０　突起
　７１　相補的キャビティ
　７３　溝
　２００　開口部
　２０１　固定用耳部
　３００　開口部
　３０１　固定用耳部
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０５】
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